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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射性核種製造装置から供給される放射性核種を用い、前記放射性核種で標識された放
射性薬剤を合成する薬剤合成手段と、
　所定の投与量で前記放射性薬剤を投与するための薬剤投与手段と、
　前記放射性薬剤のサンプルを分注するサンプル分注手段と、
　前記薬剤合成手段に対して前記薬剤投与手段及び前記サンプル分注手段のそれぞれを接
続するとともに、前記放射性薬剤の前記薬剤投与手段への移送、及び前記サンプル分注手
段への移送を切換え可能に構成された薬剤移送手段と、
　前記薬剤移送手段による前記放射性薬剤の前記薬剤投与手段への移送、前記サンプル分
注手段への移送、及びその切換えを制御する制御手段と
を備え、
　前記薬剤合成手段を含む合成ユニットに対する放射線遮蔽隔壁と、前記薬剤投与手段を
含む投与ユニットに対する放射線遮蔽隔壁とが、一体の隔壁として構成されていることを
特徴とする放射性薬剤合成投与装置。
【請求項２】
　前記サンプル分注手段によって分注された前記サンプルを外部に取り出すためのサンプ
ル取出部が設けられていることを特徴とする請求項１記載の放射性薬剤合成投与装置。
【請求項３】
　前記薬剤移送手段は、前記薬剤投与手段及び前記サンプル分注手段に加えて廃液を収容
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するための廃液収容手段に接続され、前記放射性薬剤の前記薬剤投与手段への移送、前記
サンプル分注手段への移送、及び前記廃液の前記廃液収容手段への移送を切換え可能に構
成されていることを特徴とする請求項１または２記載の放射性薬剤合成投与装置。
【請求項４】
　前記サンプル分注手段によって分注された前記サンプルを用いた前記放射性薬剤の検定
結果に基づいて前記薬剤投与手段による前記放射性薬剤の投与を可能とするインターロッ
ク機能が設けられていることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の放射性薬剤
合成投与装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射性核種で標識された放射性薬剤の合成及び投与を行うための放射性薬剤
合成投与装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、脳や心臓、癌などの精密検査に用いられる検査方法として、ポジトロン断層撮影
法（ＰＥＴ：Positron Emission Tomography）の適用が進められている。このＰＥＴ検査
では、ポジトロン（陽電子）を放出する放射性核種（放射性同位元素）を含む検査用の放
射性薬剤を、注射または吸入などの方法によって被験者の体内に導入する。この体内に導
入された放射性薬剤は、代謝され、あるいは、体内の特定の部位（例えば腫瘍や病変部位
）に蓄積される。この際に、放射性薬剤に含まれる放射性核種から陽電子が放出され、こ
れと周囲の電子とが結合して消滅する際に放射線であるγ線が放出される。ＰＥＴ検査に
おいては、このγ線を検出することにより、被験者の断層画像等を取得する。
【０００３】
　ＰＥＴ検査用の放射性薬剤に使用される放射性核種としては、例えば、１８Ｆ、１５Ｏ
、１１Ｃ、１３Ｎなどがある。これらの核種は半減期が２～１１０分と短いため、病院内
の検査室に近い場所に設置されたサイクロトロンなどの加速器で放射性核種を製造し、所
定の化合物に組み込んだり、その一部を置き換えたりすることによって、検査用の放射性
薬剤を合成している（例えば特許文献１、２参照）。
【特許文献１】特開２０００－３５６６４２号公報
【特許文献２】特開２００２－３０６６０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記した放射性薬剤の合成、及び被験者への投与においては、従来、ホットラボ室と呼
ばれる部屋に鉛５ｃｍ程度の遮蔽構造を有するホットセルを設置し、加速器で製造された
放射性核種をホットセル内の薬剤合成装置に移送して放射性薬剤の合成を行っている。こ
のとき、通常は複数人（例えば５～２０人）分の投与量の薬剤が一度に合成されるため、
ホットラボ室、または放射性薬剤を被験者に投与するための処置室において１人分の投与
量への分注が行われる。
【０００５】
　ホットラボ室で放射性薬剤を分注する場合、合成装置で合成された放射性薬剤について
品質検定を行った後、合成装置に並べて設置された分注装置によって１人分の投与量に分
注する。そして、分注された薬剤を遮蔽付シリンジに入った状態あるいは遮蔽容器付バイ
アル瓶に詰められた状態で処置室まで輸送して、被験者に投与する。この場合、ホットラ
ボ室から処置室への分注された薬剤の輸送は、手で運ぶか、またはワゴン等を利用して行
われるが、輸送回数が多くなり作業が煩雑になるという問題がある。
【０００６】
　また、処置室で分注する場合には、放射性薬剤の品質検定を行った後、遮蔽付バイアル
瓶を用いて処置室まで輸送する。そして、処置室において分注装置または分注機能付の投
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与装置によって１人分の投与量に分注して、被験者に投与する。この場合、ホットラボ室
から処置室への薬剤の輸送は１～３回程度で済むこととなる。
【０００７】
　一方、上記のように処置室で放射性薬剤の分注を行う場合には、１回に輸送する薬剤の
放射能量が例えば５ＧＢｑ以上と大きくなる。したがって、薬剤からの放射線被曝を防ぐ
ため、バイアル瓶を厚さ３０ｍｍ程度のタングステンなどの遮蔽容器に収納した状態で輸
送を行う必要がある。この場合、遮蔽容器の重量が１５ｋｇ程度あるいはそれ以上と重く
なり、人力で輸送する場合にはワゴン等を必要とし、自動化する場合にはトロッコ型の自
動搬送装置を必要とするという問題がある。
【０００８】
　本発明は、以上の問題点を解決するためになされたものであり、放射性薬剤の合成及び
投与において、薬剤の輸送等の作業を簡単化することが可能な放射性薬剤合成投与装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような目的を達成するために、本発明による放射性薬剤合成投与装置は、（１）放
射性核種製造装置から供給される放射性核種を用い、放射性核種で標識された放射性薬剤
を合成する薬剤合成手段と、（２）所定の投与量で放射性薬剤を投与するための薬剤投与
手段と、（３）放射性薬剤のサンプルを分注するサンプル分注手段と、（４）薬剤合成手
段に対して薬剤投与手段及びサンプル分注手段のそれぞれを、薬剤合成手段で合成された
放射性薬剤を移送可能に接続するとともに、放射性薬剤の薬剤投与手段への移送、及びサ
ンプル分注手段への移送を切換え可能に構成された薬剤移送手段と、薬剤移送手段による
放射性薬剤の薬剤投与手段への移送、サンプル分注手段への移送、及びその切換えを制御
する制御手段とを備え、薬剤合成手段を含む合成ユニットに対する放射線遮蔽隔壁と、薬
剤投与手段を含む投与ユニットに対する放射線遮蔽隔壁とが、一体の隔壁として構成され
ていることを特徴とする。
【００１０】
　上記した装置においては、放射性薬剤を合成する合成装置の機能と、合成された薬剤を
被験者に投与する投与装置の機能とを、単一の装置内で実現する構成としている。このよ
うな合成投与装置を処置室に設置することにより、ホットラボ室から処置室へと薬剤を輸
送する作業が省略できる。また、放射性薬剤を輸送する際の作業者の被曝を防ぐことがで
きる。また、薬剤投与手段に加えてサンプル分注手段を設置している。これにより、合成
された薬剤の一部を品質検定用などのサンプルとして分注することが可能となる。
【００１１】
　ここで、合成投与装置は、薬剤移送手段による放射性薬剤の薬剤投与手段への移送、サ
ンプル分注手段への移送、及びその切換えを制御する制御手段を備えることが好ましい。
これにより、薬剤移送手段による放射性薬剤の移送を好適に制御することができる。ただ
し、このような放射性薬剤の移送及びその切換えは、作業者による手動操作で制御する構
成としても良い。
【００１２】
　また、合成投与装置は、薬剤合成手段から薬剤投与手段またはサンプル分注手段へと移
送される放射性薬剤を希釈によって調整する薬剤調整手段を備えることが好ましい。これ
により、合成された薬剤を生理食塩水などで希釈して、その投与量、放射能量、投与速度
などを調整することが可能となる。また、薬剤投与手段によって投与される放射性薬剤の
放射能量を測定する放射能測定手段を備えることが好ましい。これにより、被験者に投与
される薬剤の放射能量を精度良く制御することができる。
【００１３】
　また、サンプル分注手段によって分注されたサンプルを外部に取り出すためのサンプル
取出部を設ける構成としても良い。これにより、分注された薬剤のサンプルを作業者が取
り出して、サンプルを用いた品質検定等を行うことができる。さらに、薬剤移送手段は、
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薬剤投与手段及びサンプル分注手段に加えて廃液を収容するための廃液収容手段に接続さ
れ、放射性薬剤の薬剤投与手段への移送、サンプル分注手段への移送、及び廃液の廃液収
容手段への移送を切換え可能に構成されていることとしても良い。これにより、薬剤移送
手段の配管系統に対する空気抜きの作業によって生じた廃液などを必要に応じて廃液収容
手段へと移送して排出することが可能となる。
【００１４】
　また、合成投与装置は、サンプル分注手段によって分注されたサンプルを用いた放射性
薬剤の検定結果に基づいて薬剤投与手段による放射性薬剤の投与を可能とするインターロ
ック機能が設けられていることが好ましい。これにより、合成後の薬剤が品質検定を行っ
ていない状態で被験者に投与されることが防止される。また、薬剤移送手段による放射性
薬剤の移送及びその切換えを制御する制御手段が設けられている場合には、合成投与装置
は、サンプル分注手段によって分注されたサンプルを用いた放射性薬剤の検定結果を入力
する入力手段を備え、制御手段が、検定結果の入力に基づいて薬剤投与手段による放射性
薬剤の投与を可能とするインターロック機能を有する構成とすることが好ましい。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、放射性薬剤の合成機能と、投与機能とを単一の装置内で実現するとと
もに、薬剤投与手段に加えてサンプル分注手段を設置することにより、放射性薬剤の合成
及び投与において、薬剤の輸送等の作業を簡単化することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図面とともに本発明による放射性薬剤合成投与装置の好適な実施形態について詳
細に説明する。なお、図面の説明においては同一要素には同一符号を付し、重複する説明
を省略する。また、図面の寸法比率は、説明のものと必ずしも一致していない。
【００１７】
　図１は、本発明による放射性薬剤合成投与装置の一実施形態の構成を示すブロック図で
ある。この合成投与装置１は、放射性核種で標識された放射性薬剤の合成及び被験者への
投与を行うためのものである。本装置による合成及び投与の対象となる放射性薬剤の例と
しては、放射性核種１８Ｆで標識された１８Ｆ－ＦＤＧ（フルオロデオキシグルコース）
が挙げられる。この１８Ｆ－ＦＤＧは、上述したＰＥＴ検査に用いられる薬剤である。
【００１８】
　図１に示す放射性薬剤合成投与装置１は、薬剤合成部１０を含む合成ユニット１Ａと、
薬剤投与部１３を含む投与ユニット１Ｂと、制御部２０を含む制御ユニット１Ｃとによっ
て構成されている。
【００１９】
　合成ユニット１Ａにおいて、薬剤合成部１０は、合成投与装置１とは別に設けられたサ
イクロトロンなどの放射性核種製造装置から供給される放射性核種を用い、所定の化合物
に組み込んだり、その一部を置き換えたりすることによって、放射性核種で標識された放
射性薬剤を合成する。サイクロトロンから薬剤合成部１０への放射性核種の輸送は、例え
ば床下に埋設された放射線遮蔽付の配管などを通して行われる。また、投与ユニット１Ｂ
において、薬剤投与部１３は、薬剤合成部１０で合成された放射性薬剤を所定の投与量で
被験者に投与する際に用いられる投与手段である。
【００２０】
　本実施形態においては、投与ユニット１Ｂは、放射性薬剤の投与機能と併せて、放射性
薬剤を分注して品質検定用などのサンプルとする分注機能を有している。具体的には、こ
の分注機能付投与ユニット１Ｂには、薬剤投与部１３に加えて、薬剤移送部１１、サンプ
ル分注部１４、及びサンプル取出部１５が設置されている。サンプル分注部１４は、薬剤
合成部１０で合成された放射性薬剤のサンプルを分注する際に用いられる。また、サンプ
ル取出部１５は、サンプル分注部１４によって分注されたサンプルを作業者が外部に取り
出すために設けられている。
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【００２１】
　薬剤移送部１１は、薬剤合成部１０と、薬剤投与部１３及びサンプル分注部１４とに接
続されている。この薬剤移送部１１は、薬剤合成部１０で合成された放射性薬剤を必要に
応じて薬剤投与部１３及びサンプル分注部１４のそれぞれへと移送する。また、この薬剤
移送部１１に対して、さらに薬剤調整部１２が設けられている。薬剤調整部１２は、薬剤
合成部１０から薬剤投与部１３またはサンプル分注部１４へと移送される放射性薬剤を必
要に応じて生理食塩水などを用いた希釈によって調整する。
【００２２】
　また、上記した合成ユニット１Ａ及び投与ユニット１Ｂには、それぞれ放射性薬剤の合
成、投与、分注を行う際に内部の空気を清浄に保つ空気清浄化部１６、１７が設けられて
いる。これらの清浄化部１６、１７は、例えば、高性能フィルタであるＨＥＰＡフィルタ
と排気ファンとを組み合わせて構成される。
【００２３】
　これらの合成ユニット１Ａ及び投与ユニット１Ｂに対し、制御ユニット１Ｃにコンピュ
ータなどからなる制御部２０が設けられている。この制御部２０は、薬剤移送部１１によ
る放射性薬剤の薬剤投与部１３への移送、サンプル分注部１４への移送、及びその切換え
を制御する。また、本実施形態においては、制御部２０は、薬剤合成部１０、薬剤調整部
１２、薬剤投与部１３、サンプル分注部１４、及び空気清浄化部１６、１７を含む合成投
与装置１の各部の動作をも制御している。
【００２４】
　また、この制御部２０には、入力部２１及び表示部２２が接続されている。入力部２１
は、サンプル分注部１４によって分注され、サンプル取出部１５から取り出された放射性
薬剤のサンプルを用いて行われた品質検定の検定結果を入力する入力手段として用いられ
る。また、この入力部２１は、放射性薬剤の検定結果の入力以外にも、放射性薬剤の合成
の実行指示、被験者への投与量の設定など、放射性薬剤の合成、投与、分注に必要な情報
を入力する際に用いられるように構成しても良い。また、表示部２２は、放射性薬剤の合
成、投与、分注の実行状況や必要なデータ等の情報を作業者に対して表示する。
【００２５】
　また、合成投与装置１のうち、放射性核種または放射性薬剤が通過または保持される合
成ユニット１Ａ及び投与ユニット１Ｂを含む所定範囲に対し、放射性薬剤から外部へと放
出される放射線を遮蔽するための遮蔽構造が設けられている。遮蔽構造の具体的な構造、
例えば遮蔽隔壁の材質や厚さ等は、合成投与装置１内で取り扱われる放射性薬剤の放射能
量などに応じて設定される。なお、図１においては、この遮蔽構造について図示を省略し
ている。
【００２６】
　上記実施形態による放射性薬剤合成投与装置の効果について説明する。
【００２７】
　図１に示した合成投与装置１においては、放射性薬剤を合成する合成装置の機能と、合
成された薬剤を被験者に投与する投与装置の機能とを、薬剤合成部１０及び薬剤投与部１
３によって単一の装置内で実現する構成としている。病院内で放射性薬剤の合成及び投与
を行う場合、放射性薬剤を被験者に投与するための処置室に、このような合成投与装置１
を設置することにより、ホットラボ室から処置室へと薬剤を輸送するなどの作業を省略す
ることが可能となる。また、合成された放射性薬剤の輸送作業が不要となることにより、
装置構成が全体として簡略化及び低コスト化されるとともに、薬剤を輸送する際の作業者
の被曝を防ぐことができる。
【００２８】
　また、この合成投与装置１では、薬剤投与部１３に加えてサンプル分注部１４を設置す
るとともに、薬剤移送部１１により、薬剤合成部１０に対して薬剤投与部１３及びサンプ
ル分注部１４のそれぞれを、薬剤合成部１０で合成された放射性薬剤を移送可能に接続し
ている。また、この薬剤移送部１１は、放射性薬剤の薬剤投与部１３への移送、及びサン
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プル分注部１４への移送を切換え可能に構成されている。これにより、薬剤合成部１０で
合成された薬剤の一部を必要に応じて品質検定用などのサンプルとして分注することが可
能となる。なお、薬剤移送部１１による放射性薬剤の移送の切換えについては、上記のよ
うに放射性薬剤の移送及びその切換えを制御する制御部２０を設けることが好ましい。こ
れにより、薬剤移送部１１による放射性薬剤の移送を好適に制御することができる。
【００２９】
　図２は、（ａ）従来の合成装置及び投与装置を用いた場合、及び（ｂ）図１に示した合
成投与装置１を用いた場合での放射性薬剤の合成及び投与について示す模式図である。図
２（ａ）に示すように、従来のシステム構成では、ホットラボ室に合成装置及び品質管理
装置を設置し、また、処置室に投与装置を設置する。そして、サイクロトロンから配管を
通してホットラボ室の合成装置へと放射性核種が輸送され、薬剤の合成、品質管理装置に
よる品質検定が行われた後、放射性薬剤が所定の容器を用いて処置室へと輸送される。
【００３０】
　一方、図２（ｂ）に示すように、図１に示した放射性薬剤合成投与装置１を用いたシス
テム構成では、合成ユニット１Ａ及び投与ユニット１Ｂを含む合成投与装置１を直接に処
置室に設置する。これにより、放射性薬剤の輸送等の作業の簡単化、作業者の被曝の低減
等が可能となるとともに、合成から投与までの一連の作業での人の介在を減らすことによ
りヒューマンエラーの発生を防ぐことができる。また、ホットラボ室等の装置設置スペー
スを節約することができる。
【００３１】
　また、合成装置で合成される放射性薬剤の放射能量は通常数１００ｍＣｉ程度である。
したがって、図２（ａ）の構成では、合成装置及び品質管理装置に対して、それぞれ鉛数
１０ｍｍ程度の厚さの遮蔽セル（例えば鉛５０ｍｍの合成用セル、鉛２０ｍｍの品質管理
用セル）を設ける必要がある。
【００３２】
　一方、図２（ｂ）の構成では、合成投与装置１とは別に品質管理装置を設置した場合、
品質管理装置で取り扱われるのは合成投与装置１のサンプル分注部１４によって分注され
た放射能量１０ｍＣｉ程度の放射性薬剤のみであるため、品質管理用セルは鉛５ｍｍ程度
の厚さで良いという利点がある。また、合成投与装置１で分注されたサンプル薬剤を品質
管理装置に輸送する際に用いる容器の遮蔽厚さも薄くすることができるので、サンプル薬
剤の輸送も容易となる。なお、品質管理装置については、合成投与装置１に併設または合
成投与装置１の装置内に設ける構成としても良い。この場合、分注されたサンプル薬剤を
外部に取り出すためのサンプル取出部１５は不要となる。
【００３３】
　また、図１に示した合成投与装置１においては、薬剤合成部１０から移送される放射性
薬剤に対して薬剤調整部１２が設けられている。これにより、合成された薬剤を生理食塩
水などで希釈して、その被験者への投与量、放射能量、投与速度など、様々な条件を調整
することが可能となる。ここで、薬剤投与部１３によって投与される放射性薬剤について
は、その放射能量を測定する放射能測定手段を設置することが好ましい。これにより、被
験者に投与される薬剤の放射能量を精度良く制御することができる。これらの薬剤調整手
段、放射能測定手段等については、具体例とともにさらに後述する。
【００３４】
　さらに、合成投与装置１では、制御部２０に対し、サンプル分注部１４によって分注さ
れたサンプル薬剤を用いた検定結果等を入力可能な入力部２１が接続されている。このよ
うな構成では、制御部２０は、品質検定の検定結果の入力に基づいて薬剤投与部１３によ
る放射性薬剤の投与を可能とするインターロック機能を有することが好ましい。これによ
り、合成後の放射性薬剤が品質検定を行っていない状態で被験者に投与されることが防止
される。この場合の入力部２１の構成例としては、例えば、薬剤の検定結果をデータとし
て入力するためのキーボード、あるいは、検定結果が問題なかったことを指示するインタ
ーロック解除ボタンなどを用いることができる。また、品質検定を行う品質管理装置から
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オンラインで検定結果が入力される構成としても良い。
【００３５】
　図１に示した合成投与装置１を用いた放射性薬剤の合成及び投与の方法の一例を説明す
る。まず、サイクロトロンから供給される放射性核種（例えば１８Ｆ）を直接に本装置１
に導き、薬剤合成部１０において放射性薬剤（例えば１８Ｆ－ＦＤＧ）を合成する。続い
て、薬剤移送部１１を通して、合成された薬剤の一部をサンプル分注部１４に移送して分
注を行い、得られたサンプル薬剤をサンプル取出部１５から取り出して、品質管理装置に
て品質検定を行う。
【００３６】
　次に、サンプル薬剤を用いた品質検定の検定結果を入力部２１から入力する。入力され
た検定結果が良好な場合、制御部２０は、薬剤移送部１１による薬剤投与部１３への放射
性薬剤の移送についてのインターロックを解除する。そして、所定量の放射性薬剤を薬剤
調整部１２によって生理食塩水で希釈し、放射能量を測定した上で薬剤投与部１３へと移
送し、あらかじめ静脈確保された被験者に対して薬剤をオンライン投与する。
【００３７】
　図１に示した放射性薬剤合成投与装置について、図３を参照しつつさらに説明する。図
３は、図１に示した合成投与装置１の構成例を示す図である。なお、図３においては、投
与ユニット１Ｂについてその具体的な構成を示すとともに、合成ユニット１Ａについては
薬剤合成部１０の投与ユニット１Ｂへの接続のみを模式的に示している。また、制御ユニ
ット１Ｃについては、図３では図示を省略している。
【００３８】
　図３に示す構成例においては、合成ユニット１Ａ及び投与ユニット１Ｂは、それぞれ放
射線遮蔽隔壁７０、７１内に設置されている。薬剤合成部１０で合成された放射性薬剤３
０は、チューブ（エクステンションチューブ）３１及びその先端に設けられた注射針３１
ａを通して、投与ユニット１Ｂに遮蔽容器３３内に収容された状態で設置されたバイアル
瓶３２へと注入される。バイアル瓶３２内の放射性薬剤３０は、カテラン針３４ａ及びチ
ューブ３４を通して、薬剤移送部１１及び薬剤調整部１２を構成する配管系統へと導入さ
れる構成となっている。また、チューブ３４の所定部位に対し、チューブ３４を通る放射
性薬剤３０の有無、放射能量等を測定するための放射能センサ８５が配置されている。
【００３９】
　チューブ３４は、三方活栓（三方活栓付バルブ）３５に接続されている。また、三方活
栓３５には、さらに、他端が三方活栓４０に接続されたチューブ３８と、シリンジ駆動装
置３６ａによって駆動される薬剤用シリンジ３６とが接続されている。このような構成に
おいて、シリンジ３６を駆動することにより、チューブ３４によって供給される薬剤３０
の必要量が、三方活栓３５及びチューブ３８を介して三方活栓４０に注入される。また、
シリンジ３６の周囲には、遮蔽３７が設けられている。
【００４０】
　三方活栓４０には、さらに、２つのチューブ４５、４６が接続されている。チューブ４
５は、三方活栓４３、チューブ４２、及び注射針４２ａを介して、生理食塩水が入れられ
た生食用バック４１に接続されている。また、三方活栓４３には、さらに、シリンジ駆動
装置４４ａによって駆動される生食用シリンジ４４が接続されている。このような構成に
おいて、シリンジ４４を駆動することにより、チューブ４２によってバック４１から供給
される生理食塩水の必要量が、三方活栓４３及びチューブ４５を介して三方活栓４０に注
入される。
【００４１】
　一方、三方活栓４０に接続されたもう一方のチューブ４６は、その他端が三方活栓４８
に接続されるとともに、その途中の所定部分がコイル状のバッファループ４７となってい
る。このバッファループ４７は、薬剤投与部１３またはサンプル分注部１４へと移送する
放射性薬剤を一時的に収容可能に構成されている。また、チューブ４６の三方活栓４０及
びバッファループ４７の間の所定部位に対して放射能センサ８６が配置されている。この
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放射能センサ８６は、例えば空気抜き用薬剤の注入容量を検出するために用いられる。
【００４２】
　さらに、バッファループ４７に対し、ループ４７に収容された放射性薬剤の放射能量を
測定する放射能測定手段として、放射能量測定器８０が設置されている。これにより、薬
剤投与部１３によって投与される放射性薬剤の放射能量を測定して、被験者に投与される
薬剤の放射能量を制度良く制御することが可能となっている。また、バッファループ４７
の周囲には、遮蔽８１が設けられている。
【００４３】
　以上のチューブ、三方活栓、シリンジ等は、薬剤移送部１１及び薬剤調整部１２として
機能する配管系統を構成している。また、三方活栓４８には、上記したバッファループ４
７を有するチューブ４６に加えて、薬剤投与部１３側のチューブ４９と、サンプル分注部
１４側のチューブ５３とが接続されている。これにより、この三方活栓４８は、放射性薬
剤を薬剤投与部１３に移送して被験者に投与するか、または、サンプル分注部１４に移送
するかを切換えるための切換えバルブとして機能する。上述したように制御部２０（図１
参照）が検定結果の入力に基づく放射性薬剤の投与についてのインターロック機能を有し
ている場合には、制御部２０は、例えばこの三方活栓４８での経路の切換え動作を制御す
ることによってインターロックを実現する。
【００４４】
　薬剤投与部１３では、三方活栓４８に接続されたチューブ４９に対して、被験者毎に交
換可能なファイナルフィルタ５１、及び翼付針５２が順に接続されている。三方活栓４８
及びチューブ４９を介して薬剤投与部１３に導入された放射性薬剤は、この翼付針５２に
よって被験者へと投与される。チューブ４９の途中には、ピンチバルブ５０が設けられて
いる。また、チューブ４９の所定部位に対して放射能センサ８７が配置されている。この
放射能センサ８７は、例えば放射性薬剤の排出を検出するために用いられる。なお、ファ
イナルフィルタ５１及び翼付針５２は、放射性薬剤の被験者への投与を行うため、遮蔽隔
壁７１の外部に設けられている。
【００４５】
　サンプル分注部１４では、三方活栓４８に接続されたチューブ５３に対して、三方活栓
５４、チューブ６１、及び注射針６１ａが順に接続されている。三方活栓４８及びチュー
ブ５３を介してサンプル分注部１４に導入された放射性薬剤は、チューブ６１の先端に設
けられた注射針６１ａを通して、遮蔽容器６３に収容された状態で設置されたサンプル用
バイアル瓶６２へとサンプル薬剤６０として注入される。
【００４６】
　ここで、遮蔽容器６３の厚さは、分注されたサンプル薬剤６０の放射能量が比較的少な
いことにより、合成後の放射性薬剤３０に対する遮蔽容器３３の厚さよりも薄く（例えば
５ｍｍ程度）なっている。また、投与ユニット１Ｂを囲む遮蔽隔壁７１のうち、サンプル
用バイアル瓶６２が置かれている位置に面する所定部位は、開閉可能なサンプル取出扉７
３となっている。このサンプル取出扉７３は、分注されてバイアル瓶６２に収容されたサ
ンプル薬剤６０を外部に取り出すためのサンプル取出部１５として機能する。また、サン
プル薬剤６０を取り出す際の外部への放射線漏れを防止するため、投与ユニット１Ｂのう
ちでバイアル瓶６２が置かれている位置を含む部分と、それ以外の部分との間には、遮蔽
隔壁７２が設けられている。
【００４７】
　また、チューブ５３、６１が接続された三方活栓５４には、さらにチューブ５５が接続
されている。また、このチューブ５５は、廃液を収容するための廃液収容手段である廃液
用ボトル５６に接続されている。これにより、この三方活栓５４は、三方活栓４８を通過
した放射性薬剤をサンプル分注用のバイアル瓶６２に移送するか、または、廃液用ボトル
５６に移送するかを切換えるための切換えバルブとして機能する。
【００４８】
　このように、薬剤移送部１１については、薬剤投与部１３及びサンプル分注部１４に加
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えて廃液用ボトル５６に接続し、放射性薬剤の薬剤投与部１３への移送、サンプル分注部
１４への移送、及び廃液の廃液用ボトル５６への移送を切換え可能に構成しておくことが
好ましい。例えば、薬剤合成部１０で合成された放射性薬剤を投与ユニット１Ｂのバイア
ル瓶３２に導入した後、放射性薬剤の投与及びサンプル薬剤の分注を行う際には、配管系
統のすべての経路を液体（放射性薬剤または生理食塩水）で満たして空気を抜く必要があ
る。廃液用ボトル５６は、このような作業に用いられた空気抜き用薬剤等を廃液として排
出するために用いられる。
【００４９】
　なお、図３に示した配管系統のうち、シリンジ、三方活栓、チューブ、針等の構成部品
としては、通常、一日一回程度の頻度で交換される減菌済ディスポーザブル部品が用いら
れる。また、薬剤調整部１２での放射性薬剤の希釈に用いられる液体としては、上記した
例では生理食塩水としたが、必要に応じて蒸留水等としても良く、生食用バック及び蒸留
水用バックの両方を切換え可能に接続しておく構成としても良い。
【００５０】
　放射線遮蔽隔壁７０、７１、７２等としては、鉛またはタングステン等が用いられる。
放射線遮蔽の具体的な構造については、具体的な配管系統の構成等に応じて適宜設定して
良い。例えば、合成ユニット１Ａに対する遮蔽隔壁と、投与ユニット１Ｂに対する遮蔽隔
壁とは一体の隔壁としても良い。また、本合成投与装置１には、サイクロトロンのターゲ
ットで生成された１８Ｆなどの放射性核種を導入するための配管接続部の他、合成時の放
射性蒸気ガスの回収を行うためのウエスト配管、施設排気ガス処理装置につながる排気ダ
クト等が必要に応じて接続される。
【００５１】
　本発明による放射性薬剤合成投与装置は、上記した実施形態及び構成例に限られるもの
ではなく、様々な変形が可能である。例えば、薬剤移送部１１及び薬剤調整部１２に用い
られる配管系統などの具体的な構成については、図３に示した構成以外にも様々な構成を
用いて良い。例えば、放射性薬剤の品質検定を行う品質管理装置が合成投与装置１に併設
されている場合には、例えば、図３においてサンプル分注部１４のバイアル瓶６２に収容
されたサンプル薬剤６０を、カテラン針及びチューブを通して品質管理装置へと導入する
構成としても良い。また、薬剤投与部１３については、さらに投与用の薬剤のためのバイ
アル瓶を設置し、このバイアル瓶に分注した後に被験者に投与する構成としても良い。
【００５２】
　また、本合成投与装置による合成及び投与の対象となる放射性薬剤については、上記し
た１８Ｆ－ＦＤＧはその一例であり、ＰＥＴ薬剤に代表される院内製剤などにおいて、様
々な放射性薬剤の合成、投与に上記装置を適用することが可能である。また、図１に示し
た構成では、制御部２０によって薬剤移送部１１による放射性薬剤の移送及びその切換え
を制御しているが、このような放射性薬剤の移送及びその切換えは、作業者による手動操
作で制御することとし、制御部２０を設けない構成としても良い。
【００５３】
　また、この場合、放射性薬剤の投与のインターロック機能については、手動操作等でイ
ンターロックを解除する構成とすることが好ましい。一般には、合成投与装置は、サンプ
ル分注部１４によって分注されたサンプルを用いた放射性薬剤の検定結果に基づいて薬剤
投与部１３による放射性薬剤の投与を可能とするインターロック機能が設けられているこ
とが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明は、放射性薬剤の合成及び投与において、薬剤の輸送等の作業を簡単化すること
が可能な放射性薬剤合成投与装置として利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】放射性薬剤合成投与装置の一実施形態の構成を示すブロック図である。
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【図２】（ａ）従来の合成装置及び投与装置を用いた場合、及び（ｂ）図１に示した合成
投与装置を用いた場合での放射性薬剤の合成及び投与について示す模式図である。
【図３】図１に示した合成投与装置の具体的な構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
　１…放射性薬剤合成投与装置、１Ａ…合成ユニット、１Ｂ…分注機能付投与ユニット、
１Ｃ…制御ユニット、１０…薬剤合成部、１１…薬剤移送部、１２…薬剤調整部、１３…
薬剤投与部、１４…サンプル分注部、１５…サンプル取出部、１６、１７…空気清浄化部
、２０…制御部、２１…入力部、２２…表示部、
　３０…放射性薬剤、３１、３４、３８、４２、４５、４６、４９、５３、５５、６１…
チューブ、３１ａ、４２ａ、６１ａ…注射針、３４ａ…カテラン針、３５、４０、４３、
４８、５４…三方活栓、３２…バイアル瓶、３３…遮蔽容器、３６…薬剤用シリンジ、３
６ａ…シリンジ駆動装置、３７…遮蔽、４１…生食用バック、４４…生食用シリンジ、４
４ａ…シリンジ駆動装置、４７…バッファループ、５０…ピンチバルブ、５１…ファイナ
ルフィルタ、５２…翼付針、５６…廃液用ボトル、６０…サンプル薬剤、６２…サンプル
用バイアル瓶、６３…遮蔽容器、７０、７１、７２…遮蔽隔壁、７３…サンプル取出扉、
８０…放射能量測定器、８１…遮蔽、８５、８６、８７…放射能センサ。

【図１】 【図２】
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